
 

 

会計・総務お役立ち通信 令和2年8月28日発行 

令和2年6月、大阪府泉佐野市は最高裁で逆転勝訴したことで、「ふるさと納税」を適用するこ
とができるようになりました。今や個人が行う寄附の代表が、この「ふるさと納税」です。 
総務省の推計によると、令和元年度の「ふるさと納税」に係る控除適用者数は、全国で395.2
万人。前年度の295.9万人から約100万人の増加です。利用者の増加が衰えない「ふるさと納
税」について、改めて概要を確認します。 
 
● 2,000円を超える金額を控除 
「ふるさと納税」とは、指定を受けた地方公共団体（以下、団体）へ行った寄附のうち、2,00
0円を超える部分の金額を所得税や住民税から控除（上限あり）する制度です。 
 
● 指定を受けた団体 
令和元年6月1日から制度が変更され、「ふるさと納税」を適用するには寄附先が総務大臣の指
定を受けた団体でなければなりません。変更当初、適用することができない寄附先として、以
下の5団体がありました。 

これらのうち東京都を除く4団体は、申請をしたにもかかわらず指定を受けられません 
でした。この不指定を不服とし、泉佐野市が起こした不指定の取消を求めた裁判につい
て、最高裁判所が泉佐野市の主張を認めたことを受け、4団体は「ふるさと納税」の対
象となる団体として、それぞれ次の期間について総務大臣から指定されました。 
 

 

● 申告せずに同様の節税効果 
通常「ふるさと納税」は、確定申告を通じて適用します。ただし、確定申告をする必要 
がない方で、「ふるさと納税」の寄附先が5か所以内の場合は、寄附先の団体へ申出を
行うことで、確定申告をすることなく、同様の効果が得られます。これを“ワンストッ
プ特例制度”といいます。先の総務省の推計では、令和元年度の同制度の適用者は161.
6万人と、4割強が利用しています。「ふるさと納税」といえば、返礼品目当てと思い
がちですが、災害支援の手段として利用することもできます。 
 

「ふるさと納税」指定対象について 
TEL  095-825-1132           

 FAX  095-827-3658           

 E-mail info@nagatakaikei.co.jp 

 URL  http://www.nagatakaikei.co.jp/ 

 

〇令和元年6月1日から令和2年9月30日まで・・・泉佐野市（大阪府）、高野町（和歌山県）、                                                                        

みやき町（佐賀県） 

〇令和2年7月23日から令和2年9月30日まで・・・小山町（静岡県） 

東京都、小山町（静岡県）、泉佐野市（大阪府）、高野町（和歌山県）、みやき町（佐賀県） 


